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閣議及び閣僚懇談会議事録 
 

開催日時：平成２６年９月９日（火） １０：０２～１０：１３ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

松 島 みどり 国務大臣（法務大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

西 川 公 也 国務大臣（農林水産大臣） 

小 渕 優 子 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

太 田 昭 宏 国務大臣（国土交通大臣） 

望 月 義 夫 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

江 渡 聡 徳 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

竹 下   亘 国務大臣（復興大臣） 

山 口 俊 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

有 村 治 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

甘 利   明 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠  席：岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

下 村 博 文 国務大臣（文部科学大臣） 

山 谷 えり子 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：加 藤 勝 信 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      １件 

     ○政令        ２件 

     ○人事        ４件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 

  

26/04/03/12:00（案） 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。まず，閣議案件について，世耕

副長官から御説明申し上げます。 

○世耕内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。「ルクセンブルク国」及

び「エストニア国」駐日特命全権大使の接受に裁可を仰ぐことについて，御決定を

お願いいたします。本件は，明日，信任状捧呈の予定であります。 

 次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。「排他的経済水域・大陸

棚法の海域を定める政令」は，国連の大陸棚限界委員会から，延長が認められた２

つの海域を，延長大陸棚として定めるものであり，「漁業主権法施行令の一部を改

正する政令」は，延長大陸棚での定着性種族に係る漁業等について，同法の規定を

準用する場合の必要な技術的読替え等を定めるものであります。 

 次に, 人事案件について，申し上げます。まず，麻生副総理がアジア・欧州財務

大臣会合への出席のため１１日から１５日まで，甘利内閣府特命担当大臣がサマー

ダボス会議出席等のため本日から１１日まで，それぞれ海外出張されますので，御

了解をお願いいたします。 

 次に，衆議院議員伊藤 也を，内閣府大臣補佐官に任命し，石破内閣府特命担当

大臣を補佐させることについて，御決定をお願いいたします。 

 次に, 裁判官人事といたしまして，簡易裁判所判事に任命するもの外３件につい

て，御決定をお願いいたします。 

 次に，鈴木住尚外１３２名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，有村大臣。 

○有村国務大臣：明日９月１０日から１週間，自殺予防週間を実施します。 

 期間中，関係省庁，地方公共団体，関係団体及び民間団体等と連携して，こころ

の健康や多重債務の相談，法律に関する相談などの支援策を重点的に実施します。  

 近年，我が国の自殺者数は減少傾向にありますが，依然として多くの方が自殺で

亡くなられていることに変わりはありません。昨年，平成２５年には２万７,２８

３人となりました。 

 １人でも多くの方の命を救うため，閣僚各位におかれましても，自殺予防週間の

実施に格別の御協力をいただきますよう，よろしくお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

○安倍内閣総理大臣：麻生副総理及び甘利大臣は，それぞれ海外出張いたしますが，

その出張不在中，高市大臣を財務大臣の臨時代理に指定するとともに，金融担当大

臣の事務代理を命じ，塩崎大臣に経済財政政策担当大臣の事務代理を命じます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

 引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

 まず，私から「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」について，申し上げ

ます。 

 １２日から１４日の日程で，東京において「女性が輝く社会に向けた国際シンポ

ジウム（ＷＡＷ！Ｔｏｋｙｏ２０１４）」が開催されます。世界中から女性分野で
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活躍するトップ・リーダーが集まって議論し，東京から世界へ，女性活躍促進のた

めの提案を発信することを目標としています。 

 本シンポジウムは，安倍政権の最重要課題の一つである「女性が輝く社会」を実

現するための取組の一環です。 

 政府全体で本シンポジウムを成功させたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。 

○菅国務大臣：次に，有村大臣。 

○有村国務大臣：ただ今，菅官房長官から御発言がありましたように，今月１２日か

ら１４日まで，東京で「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム（ＷＡＷ！Ｔｏ

ｋｙｏ２０１４）」が開催されます。 

 安倍総理大臣が御出席されるほか，岸田外務大臣と私も参加いたします。 

 今般，安倍昭恵総理大臣夫人が本シンポジウムを盛り上げるためにバッジを作成

されました。安倍総理のイニシアチブのもと，政府全体で本シンポジウムを盛り上

げていきたいと思いますので，是非，閣僚の方々にも，趣旨に御賛同いただき，バ

ッジを着用していただきたいと考えています。 

○菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

○竹下国務大臣：錦織選手が準優勝いたしました。錦織選手は地元島根のジュニアテ

ニス教室の出身であり，優勝なら国民栄誉賞かと思っていましたが，残念ながら準

優勝ということで，二重に残念ですが，いずれにしても快挙だと思います。そのこ

とを一言申し上げたく思った次第です。 

○菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

 無いようなので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 26 年 

                 ９月９日 

 

◎一般案件 

   ☆ルクセンブルク国特命全権大使ベアトリス・キル 

シュ外１名の接受について（決定）  （外務省） 

 

◎政  令 

   ○排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第２条第 

２号の海域を定める政令（決定）  

                 内閣官房・外務・農林水産 

         ・ 経 済 産 業 ・ 国 土 交 通 省 

 〃  ○排他的経済水域における漁業等に関する主権的権 

利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する 

政令（決定）            

（農林水産省・警察庁・外務・国土交通省） 

 

◎人  事 

   ☆財務大臣麻生太郎外１名の海外出張について 

（了解） 

 ○伊藤 也を内閣府大臣補佐官に任命することにつ 

いて（決定） 

 ○河 義典外１名を簡易裁判所判事等に任命し , 判 

事兼簡易裁判所判事山田和則の兼官を免じ , 判事 

久我 外１名を願に依り免ずることについて 

（決定） 

 ○鈴木住尚外１３２名の叙位又は叙勲について 

（決定） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

（ 火 ）  閣 議 案 件 

〔 別 添 〕  

資 料  
な し  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  




